
【 感染症発生時におけるBCP 】

（ Ⅳ章 感染症BCPの作成：➃初動対応編）
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小規模診療所を中心とした地域包括ケアシステムの構築をテーマに下記介護事業の開設・運営を行う
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感染症ＢＣＰの作成に関する全体像

0．表紙（事業所の前提理解）

1．総則
⑴目的
⑵基本方針
⑶主観部署

５．検査
⑴検査後の対応

６．【通所系サービス固有事項】休業の検討
１.対応主体
⑴対応主体（役割・担当者（代行者）の設定）

２.対応事項
⑴休業の検討への対応事項

７．感染拡大防止体制の確立
１.対応主体
⑴対応主体（役割・担当者（代行者）の設定）

２.対応事項
⑴保健所との連携
⑵濃厚接触者への対応
⑶職員の確保
⑷防護具、消毒液等の確保
⑸情報共有
⑹業務内容の調整
⑺過重労働・メンタルヘルス対応
⑻情報発信

２．平時からの備え
１.対応主体
⑴対応主体の明確化

２.対応事項
⑴体制構築・整備
⑵感染防止に向けた取組の実施
⑶防護具、消毒液等備蓄品の確保
⑷研修・訓練の実施

３．感染疑い者の発生
⑴感染症の疑い基準
⑵医師・保健所等への相談
⑶職員の管理

４．初動対応
１.対応主体
⑴対応主体（役割・担当者（代行者）の設定）

２.対応事項
⑴第一報
⑵感染疑い者への対応
⑶消毒・清掃等の実施

感染症発生時におけるBCP：Ⅳ章 感染症BCPの作成：➃初動対応編



5

目次構成
目次

感染症発生時におけるBCP：Ⅳ章 感染症BCPの作成：➃初動対応編

はじめに…………………………………………………………………………03

目次構成…………………………………………………………………………05

４：初動対応……………………………………………………………………06

１.対応主体

⑴対応主体（役割・担当者（代行者）の設定）………………………07

２.対応事項

⑴第一報……………………………………………………………………08

⑵感染疑い者への対応……………………………………………………16

⑶消毒・清掃等の実施……………………………………………………27

おわりに…………………………………………………………………………31



6

感染疑い者が発生した際の「初動対応」について、
迅速な対応ができるよう準備しておきましょう。

感染症発生時におけるBCP：Ⅳ章 感染症BCPの作成：➃初動対応編

４：初動対応

１.対応主体 ⑴対応主体（役割・担当者（代行者）の設定）
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４：初動対応

１.対応主体 ⑴対応主体（役割・担当者（代行者）の設定）

感染症発生時におけるBCP：Ⅳ章 感染症BCPの作成：➃初動対応編

初動対応についての役割・担当者（代行者）の明確化

１ 対応主体

（１）対応主体の明確化

○○統括のもと、以下の役割を担う者が各担当業務を遂行する。

役割 部署/担当者 代行者

全体統括 ○○部 ○○統括 ○○部長

医療機関、受診・相談センターへの連絡 ○○部 ○○部長 〇〇課長

利用者家族等への情報提供 ○○部 ○○部長 〇〇課長

感染拡大防止対策に関する統括 ○○部 ○○部長 〇〇課長

これらを事前に設定
できていることで、
抜け漏れなどがなく
対応することができ
ると考えられます。
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４：初動対応

２.対応事項 ⑴第一報

感染症発生時におけるBCP：Ⅳ章 感染症BCPの作成：➃初動対応編

報告ルート、報告先、報告方法、連絡先等を事前に整理しておくことが重要です。

２ 対応事項

（１）第一報

➀管理者へ報告

➁「地域で身近な医療機関」や「受診・相談センター」への連絡

➂施設内（事業所内）・法人内での情報共有

➃指定権者への報告

➄家族への報告

➅【通所系】居宅介護支援事業所への報告

➆【訪問系】居宅介護支援事業所への報告

こちらの
➀から➆の視点で
整理しておくことが
重要とされています。
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４：初動対応

２.対応事項 ⑴第一報

感染症発生時におけるBCP：Ⅳ章 感染症BCPの作成：➃初動対応編

報告ルート、報告先、報告方法、連絡先等を事前に整理しておくことが重要です。

２ 対応事項

（１）第一報

➀管理者へ報告

【記載例】

・感染疑い者が発生した場合は、速やかに管理者等に報告する。

・管理者は施設内で情報共有を行うとともに、所属する法人の担当部署へ報告を行う。

これらを事前に設定
できていることで、
抜け漏れがなく管理
者への報告がなされ
ると考えられます。
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４：初動対応

２.対応事項 ⑴第一報

感染症発生時におけるBCP：Ⅳ章 感染症BCPの作成：➃初動対応編

報告ルート、報告先、報告方法、連絡先等を事前に整理しておくことが重要です。

２ 対応事項

（１）第一報

➁「地域で身近な医療機関」や「受診・相談センター」への連絡

これらを事前に設定でき
ていることで、抜け漏れ
がなく「地域で身近な医
療機関」や「受診・相談
センター」への連絡がな
されると考えられます。 【記載例】

・協力医療機関や地域で身近な医療機関、あるいは、受診・相談センターへ
電話連絡し、指示を受ける。

・電話相談時は、施設入所者である旨や、症状・経過など、可能な限り詳細な
情報を伝える。



11

４：初動対応

２.対応事項 ⑴第一報

感染症発生時におけるBCP：Ⅳ章 感染症BCPの作成：➃初動対応編

報告ルート、報告先、報告方法、連絡先等を事前に整理しておくことが重要です。

２ 対応事項

（１）第一報

➂施設内（事業所内）・法人内での情報共有

これらを事前に設定
できていることで、
抜け漏れがなく施設
内・法人内での情報
共有がなされると考
えられます。 【記載例】

・状況について施設内（事業所内）で共有する。

・施設内（事業所内）においては、掲示板や社内イントラネット等の通信技術を
活用し、施設内（事業所内）での感染拡大に注意する。

・所属法人の担当窓口へ情報共有を行い、必要に応じて指示を仰ぐ。
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４：初動対応

２.対応事項 ⑴第一報

感染症発生時におけるBCP：Ⅳ章 感染症BCPの作成：➃初動対応編

報告ルート、報告先、報告方法、連絡先等を事前に整理しておくことが重要です。

２ 対応事項

（１）第一報

➃指定権者への報告

これらを事前に設定
できていることで、
抜け漏れがなく指定
権者への報告がなさ
れると考えられます。

【記載例】

・電話により現時点での情報を報告・共有するとともに
必要に応じて文書にて報告を行う。
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４：初動対応

２.対応事項 ⑴第一報

感染症発生時におけるBCP：Ⅳ章 感染症BCPの作成：➃初動対応編

報告ルート、報告先、報告方法、連絡先等を事前に整理しておくことが重要です。

２ 対応事項

（１）第一報

➄家族への報告

これらを事前に設定
できていることで、
抜け漏れがなく家族
への報告がなされる
と考えられます。

【記載例】

・状況について当該利用者家族へ情報共有を行う。

・その際、入所者・利用者の状態や症状の経過、受診・検査の実施等の
今後の予定について共有するよう心がける。
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４：初動対応

２.対応事項 ⑴第一報

感染症発生時におけるBCP：Ⅳ章 感染症BCPの作成：➃初動対応編

報告ルート、報告先、報告方法、連絡先等を事前に整理しておくことが重要です。

２ 対応事項

（１）第一報

➅【通所系】居宅介護支援事業所への報告

これらを事前に設定
できていることで、
抜け漏れがなく居宅
介護支援事業所への
報告がなされると考
えられます。 【記載例】

当該利用者を担当する居宅介護支援事業所に情報提供を行い、必要となる代替サービ
スの確保・調整等、利用者支援の観点で必要な対応がとられるよう努める。
また、当該利用者が利用している他サービス事業者への情報共有を依頼する。
早急に対応が必要な場合などは、当該利用者が利用している他サービス事業者への情
報共有を速やかに行う。
電話等で直ちに報告するとともに、必要に応じて文書にて詳細を報告する。
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４：初動対応

２.対応事項 ⑴第一報

感染症発生時におけるBCP：Ⅳ章 感染症BCPの作成：➃初動対応編

報告ルート、報告先、報告方法、連絡先等を事前に整理しておくことが重要です。

２ 対応事項

（１）第一報

➆【訪問系】居宅介護支援事業所への報告

【記載例】

状況について居宅介護支援事業所に報告し、サービスの必要性を再度検討する。
また、当該利用者が利用している他サービス事業者への情報共有を依頼する。
早急に対応が必要な場合などは、当該利用者が利用している他サービス事業者への情
報共有を速やかに行う。
電話等で直ちに報告するとともに、必要に応じて文書にて詳細を報告する。

これらを事前に設定
できていることで、
抜け漏れがなく居宅
介護支援事業所への
報告がなされると考
えられます。
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４：初動対応

感染症発生時におけるBCP：Ⅳ章 感染症BCPの作成：➃初動対応編

２ 対応事項

（２）感染疑い者への対応

➀個室管理

➁対応者の確認

【対応者チェック表】

➂医療機関受診／施設内で検体採取

➃体調不良者の確認

【職員・利用者の健康チェックリスト】

こちらの
➀から➃の視点で
整理しておくことが
重要とされています。

２.対応事項 ⑵感染疑い者への対応

【入所系：入所者固有事項】
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４：初動対応

２.対応事項 ⑵感染疑い者への対応

感染症発生時におけるBCP：Ⅳ章 感染症BCPの作成：➃初動対応編

２ 対応事項

（２）感染疑い者への対応

➀個室管理

【記載例】

・当該入所者について、個室に移動する。

・個室管理ができない場合は、当該利用者にマスクの着用を求めた上で、
「ベッドの間隔を 2m 以上あける」または「ベッド間をカーテンで仕切る」等の
対応を実施する。

これらを事前に設定
できていることで、
抜け漏れがなく感染
疑い者への個室管理
対応がなされると考
えられます。

【入所系：入所者固有事項】
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４：初動対応

２.対応事項 ⑵感染疑い者への対応

感染症発生時におけるBCP：Ⅳ章 感染症BCPの作成：➃初動対応編

２ 対応事項

（２）感染疑い者への対応
➁対応者の確認

【記載例】

・当該入所者とその他の入所者の介護等にあたっては、可能な限り、担当職員を
分けて対応する。

・この点を踏まえ、勤務体制の変更、職員確保について検討を行う。

これらを事前に設定
できていることで、
抜け漏れがなく対応
者の確認が可能にな
ると考えられます。

【対応者チェック表 サンプルと記載例】

月日
●/● ●/● ●/● / / / / / /

チェック項目
101号室の入所者対応 田中 田中 田中

102号室の入所者対応 田中 田中 田中

201号室の入所者対応 佐藤 佐藤 佐藤

202号室の入所者対応 佐藤 佐藤 佐藤

301号室の入所者対応 水野 水野 水野

【入所系：入所者固有事項】
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４：初動対応

２.対応事項 ⑵感染疑い者への対応

感染症発生時におけるBCP：Ⅳ章 感染症BCPの作成：➃初動対応編

【入所系：入所者固有事項】

２ 対応事項

（２）感染疑い者への対応

➂医療機関受診／施設内で検体採取

【記載例】
・第一報で連絡した医療機関、受診・相談センターの指示に従い、医療機関の受診等
を行う。

・保健所等の指示により、施設内で検査検体を採取することとなった場合は、
検体採取が行われる場所について、以下の点も踏まえ保健所等に相談する。
・当該場所までの入所者の移動について、他の入所者と接触しないよう
可能な限り動線が分けられていること。

・検体を採取する場所は、十分な換気及び清掃、適切な消毒を行うこと。

これらを事前に設定
できていることで、
適切なタイミングで
医療機関受診や施設
内で検体採取がなさ
れると考えられます。



【健康チェックリスト サンプルと記載例】

入所者・職員区分 ☑：入所者 □：職員
氏名 〇〇 ○○

月日
●/● ●/● ●/● / / / / / /

チェック項目

0 異常なし 〇
1 体温 37.4 38.1
2 鼻水 〇 〇
3 せき 〇 〇
4 くしゃみ 〇 〇
5 全身倦怠感 〇 〇 20

４：初動対応

２.対応事項 ⑵感染疑い者への対応

感染症発生時におけるBCP：Ⅳ章 感染症BCPの作成：➃初動対応編

２ 対応事項
（２）感染疑い者への対応
➃体調不良者の確認

【記載例】

・入所者の状況を集約し、感染疑い者の同室の者に発熱症状を有する者が多かったり、普段と
違うと感じた場合は、施設内で感染が広がっていることを疑い、「健康チェックリスト」等
を活用し体調不良者の状況調査を行う。

・職員についても体調不良者の確認を行い、体調不良の場合は地域で身近な医療機関、受診・
相談センターへ連絡するとともに、一時帰宅を検討する。

これらを事前に設定
できていることで、
体調不良者を早期に
発見でき感染拡大の
予防につなげられる
と考えられます。

【入所系：入所者固有事項】
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４：初動対応

感染症発生時におけるBCP：Ⅳ章 感染症BCPの作成：➃初動対応編

２ 対応事項

（２）感染疑い者への対応

➀利用休止

➁医療機関受診

こちらの
➀から➁の視点で
整理しておくことが
重要とされています。

２.対応事項 ⑵感染疑い者への対応

【通所系：利用者固有事項】
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４：初動対応

２.対応事項 ⑵感染疑い者への対応

感染症発生時におけるBCP：Ⅳ章 感染症BCPの作成：➃初動対応編

２ 対応事項

（２）感染疑い者への対応

➀利用休止

【記載例】

・利用を断った利用者については、当該利用者を担当する居宅介護支援事業所に
情報提供を行い、必要となる代替サービスの確保・調整等、利用者支援の観点
で必要な対応がとられるよう努める。

これらを事前に設定
できていることで、
適切なタイミングで
利用休止がなされ、
必要な代替サービス
の提供がなされると
考えられます。

【通所系：利用者固有事項】
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４：初動対応

２.対応事項 ⑵感染疑い者への対応

感染症発生時におけるBCP：Ⅳ章 感染症BCPの作成：➃初動対応編

２ 対応事項

（２）感染疑い者への対応

➁医療機関受診

【記載例】

・第一報で連絡した医療機関、受診・相談センターの指示に従い、
医療機関のへ受診等を行う。

これらを事前に設定
できていることで、
抜け漏れがなく医療
機関受診がなされる
と考えられます。

【通所系：利用者固有事項】
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４：初動対応

感染症発生時におけるBCP：Ⅳ章 感染症BCPの作成：➃初動対応編

２ 対応事項

（２）感染疑い者への対応

➀サービス提供の検討

➁医療機関受診

こちらの
➀から➁の視点で
整理しておくことが
重要とされています。

２.対応事項 ⑵感染疑い者への対応

【訪問系：利用者固有事項】
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４：初動対応

２.対応事項 ⑵感染疑い者への対応

感染症発生時におけるBCP：Ⅳ章 感染症BCPの作成：➃初動対応編

２ 対応事項

（２）感染疑い者への対応

➀サービス提供の検討

【記載例】

・居宅介護支援事業所等と連携し、サービスの必要性を再度検討の上、
感染防止策を徹底した上でサービスの提供を継続する。

・可能な限り担当職員を分けての対応や、最後に訪問する等の対応を行う。

これらを事前に設定
できていることで、
抜け漏れがなく感染
疑い者へのサービス
提供の検討がなされ
ると考えられます。

【訪問系：利用者固有事項】
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４：初動対応

２.対応事項 ⑵感染疑い者への対応

感染症発生時におけるBCP：Ⅳ章 感染症BCPの作成：➃初動対応編

２ 対応事項

（２）感染疑い者への対応

➁医療機関受診

【記載例】

・第一報で連絡した医療機関、受診・相談センターの指示に従い、
医療機関のへ受診等を行う。

これらを事前に設定
できていることで、
抜け漏れがなく医療
機関受診がなされる
と考えられます。

【訪問系：利用者固有事項】
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４：初動対応

感染症発生時におけるBCP：Ⅳ章 感染症BCPの作成：➃初動対応編

２ 対応事項

（３）消毒・清掃等の実施

➀場所の確認（設定）

➁清掃方法の確認

➂清掃実施者の確認

【居室清掃チェック表】

【居室清掃チェック表】

こちらの
➀から➂の視点で
整理しておくことが
重要とされています。

２.対応事項 ⑶消毒・清掃等の実施

【入所系】・【通所系】
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４：初動対応

感染症発生時におけるBCP：Ⅳ章 感染症BCPの作成：➃初動対応編

２ 対応事項

（３）消毒・清掃等の実施

➀場所の確認（設定）

【記載例】

・当該入所者の「居室」の確認 【入所系】

・「利用した共有スペース」の確認【入所系・通所系】

これらを事前に設定
できていることで、
抜け漏れがなく場所
の確認がなされると
考えられます。

２.対応事項 ⑶消毒・清掃等の実施

【入所系】・【通所系】
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４：初動対応

感染症発生時におけるBCP：Ⅳ章 感染症BCPの作成：➃初動対応編

２ 対応事項

（３）消毒・清掃等の実施

➁清掃方法の確認

【記載例】
・手袋を着用し、消毒用エタノールで清拭する。
または、次亜塩素酸ナトリウム液で清拭後、湿式清掃し、乾燥させる。

・次亜塩素酸ナトリウム液を含む消毒薬の噴霧については、吸引すると
有害であり、効果が不確実であることから行わないこと。

・トイレのドアノブや取手等は、消毒用エタノールで清拭する。
または、次亜塩素酸ナトリウム液（0.05％）で清拭後、水拭きし、乾燥させる。

・保健所の指示がある場合は、その指示に従うこと。

これらを事前に設定
できていることで、
適切な方法での清掃
がなされ、感染拡大
の予防につながると
考えられます。

２.対応事項 ⑶消毒・清掃等の実施

【入所系】・【通所系】
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４：初動対応

感染症発生時におけるBCP：Ⅳ章 感染症BCPの作成：➃初動対応編

２ 対応事項
（３）消毒・清掃等の実施
➂清掃実施者の確認

【記載例】
・「居室清掃」を行った者が誰かを記載しておく
・「共有スペースの清掃」を行った者が誰かを記載しておく

これらを事前に設定
できていることで、
清掃実施者の確認が
なされ、感染拡大の
予防につながると考
えられます。

２.対応事項 ⑶消毒・清掃等の実施

【入所系】・【通所系】

【居室清掃チェック表】

居室清掃は、毎日午前中の９：00-10：００に行います

月日 ●/● ●/● ●/● / / / / / /
チェック項目

101号室の清掃 田中 田中 田中

102号室の清掃 田中 田中 田中

201号室の清掃 佐藤 佐藤 佐藤

202号室の清掃 佐藤 佐藤 佐藤

【共有スペース清掃チェック表】

月日 ●/● ●/● ●/● / / / / / /
チェック項目
食堂 田中 田中 田中

機能訓練室 岡田 岡田 岡田

談話室 佐藤 佐藤 佐藤

トイレ 水野 水野 水野
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おわりに

今回は、【 感染症BCPの作成：➃初動対応編】として、
□：対応主体
□：対応事項
についてお話をさせていただきました。

また、感染症BCPの作成については、➃初動対応編のほかに、
□：➀総則編
□：➁平時からの備え編
□：➂感染疑い者の発生編
□：➄検査編
□：➅【通所サービス固有】休業の検討編
□：➆感染拡大防止体制の確立編
の研修動画もご用意しております。

感染症発生時におけるBCP：Ⅳ章 感染症BCPの作成：➃初動対応編



ご視聴ありがとうございました
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